
コロナ禍を受け住宅ローン控除の特例が延長され、医療や子育てを支援す
る制度が拡充。デジタル社会に対応し、税務関係書類における押印義務が
一部を除いて廃止され、スマートフォンを使用した決済サービスの創設も。
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ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

今
年
の
税
制
改
正
の
テ
ー
マ

　

２
０
２
１
年
度
税
制
改
正
で
は
、
家
計
の
暮
ら

し
と
民
間
の
需
要
を
下
支
え
す
る
た
め
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
の
特
例
の
延
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
医

療
や
子
育
て
に
関
す
る
支
援
や
次
世
代
へ
の
資
産

移
転
を
促
進
す
る
制
度
の
拡
充
と
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
脱
炭
素
化
社
会
の
実
現
と

い
う
目
標
に
向
け
て
自
動
車
関
係
税
制
も
再
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
経
済
構
造
の

転
換
を
図
る
た
め
、
企
業
の
新
た
な
投
資
を
促
進

す
る
措
置
や
経
営
資
源
の
集
約
化
に
よ
る
事
業
再

構
築
等
を
促
す
措
置
な
ど
も
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

特
例
の
延
長

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
住
宅
へ
の
入
居
が
遅
れ
た

場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
入
居
期
限
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
控
除
期
間

13
年
の
特
例
を
延
長
し
、
一
定
の
期
間
（
注
文
住

宅
の
新
築
は
２
０
２
１
年
９
月
末
ま
で
。
分
譲
住

宅
や
中
古
住
宅
の
購
入
な
ど
は
２
０
２
１
年
11
月

末
ま
で
）
に
契
約
し
た
場
合
、
２
０
２
２
年
末
ま

で
の
入
居
者
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
延
長
し
た
部
分
に
限
り
、
合
計
所

得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合
の
面
積
要

件
を
緩
和
し
、
床
面
積
が
40
㎡
以
上
50
㎡
未
満
で

あ
る
住
宅
も
対
象
と
な
り
ま
す
【
図
表
１
】
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
見
直
し

　

年
間
の
医
療
費
が
10
万
円
を
超
え
る
場
合
、
そ

の
超
え
た
金
額
が
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
の

が
医
療
費
控
除
で
す
が
、
健
康
で
医
療
費
を
使

う
機
会
が
少
な
い
納
税
者
に
は
縁
の
な
い
制
度
で

す
。
そ
こ
で
、
医
療
費
控
除
の
対
象
に
は
な
ら
な

い
ま
で
も
、
身
体
の
不
調
の
際
に
特
定
の
医
薬
品

を
利
用
し
た
場
合
に
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば

医
療
費
控
除
と
同
様
に
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ

れ
る
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」
が

２
０
１
７
年
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
２
０
２
１
年
度
改
正
で
は
、
こ
の
制
度
の
対
象
と

な
る
医
薬
品
を
よ
り
薬
効
の
高
い
も
の
に
見
直
す

家
計
の
観
点
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い

２
０
２
１
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

[ こうだ・しゅうじ ]
1979 年、同志社大学経済学部
卒業。1985 年、公認会計士、
税理士登録。現在、職業専門家
が同一ブランドのもとに結集し
た「ひかりアドバイザーグルー
プ」の最高経営責任者をはじめ、
家事調停委員や立命館大学大学
院の非常勤講師も務める。

光田 周史
公認会計士・税理士

と
と
も
に
、
そ
の
手
続
き
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
、

ま
た
適
用
期
限
も
５
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

子
育
て
に
係
る
助
成
等
の

非
課
税
措
置

　

従
来
、
国
や
自
治
体
か
ら
子
育
て
支
援
に
係
る

助
成
を
受
け
る
と
雑
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
を
改
め
て
非
課
税
と
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
利

用
料
に
対
す
る
助
成
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

①
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
に
対
す
る
助
成

②
認
可
外
保
育
施
設
等
の
利
用
料
に
対
す
る
助
成

③�

一
時
預
か
り
・
病
児
保
育
な
ど
の
子
を
預
け
る

施
設
の
利
用
料
に
対
す
る
助
成

退
職
所
得
課
税
の
適
正
化

　

退
職
金
は
、
永
年
勤
続
に
対
す
る
報
償
や
退
職

後
の
生
活
保
障
給
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
通
常
の
給
料
や
賞
与
に
比
べ
て
課
税
が
優

遇
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
勤
続
年
数
に
応
じ

た
退
職
所
得
控
除
額
を
退
職
金
額
か
ら
控
除
し
、

さ
ら
に
そ
の
２
分
の
１
に
し
か
課
税
さ
れ
な
い
こ
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2019年（令和元年） 2020年（令和２年） 2021年（令和３年） 2022年（令和４年）

【改正後】
経済対策として
控除期間13年間
の措置を延長

（10月1日）
税率引上げ

（10％）

コロナ特例
※ コロナを踏ま

えた上乗せ
　措置の弾力化

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
終
身
雇

用
を
前
提
と
し
た
考
え
方
で
あ
り
、
雇
用
の
流
動

化
に
よ
っ
て
転
職
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
勤
続
年
数
５
年
以
下
の
役
員
等
が
受
け
取
る

退
職
金
に
つ
い
て
は
２
分
の
１
課
税
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
２
１
年
度
改
正
で
は
、
こ
の
措
置
が
役
員

以
外
の
退
職
金
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
退
職
所
得
控
除
額

を
控
除
し
た
残
額
の
う
ち
３
０
０
万
円
を
超
え
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
２
分
の
１
課
税
の
軽
減
措
置

が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

住
宅
取
得
等
資
金
贈
与
の

非
課
税
措
置
の
拡
充

　

父
母
や
祖
父
母
な
ど
か
ら
住
宅
取
得
の
た
め
の

資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
と
き
は
、
一
定
の
金
額
に
つ
い
て
贈
与

税
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。
こ
の
非
課
税
枠
が

２
０
２
１
年
４
月
以
降
も
２
０
２
０
年
度
の
水
準

（
最
大
１
５
０
０
万
円
）
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
【
図
表
２
】
。
ま
た
、
合
計
所
得
金
額
が

１
０
０
０
万
円
以
下
の
場
合
の
面
積
要
件
を
緩
和

し
、
床
面
積
が
50
㎡
未
満
で
あ
っ
て
も
40
㎡
以
上

で
あ
れ
ば
適
用
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

教
育
･
結
婚
･
子
育
て
資
金

贈
与
の
非
課
税
措
置
の
見
直
し

　

教
育
資
金
や
結
婚･

子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与

に
関
す
る
非
課
税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
０
２
３

年
３
月
31
日
ま
で
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
た

だ
し
、
贈
与
者
で
あ
る
祖
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場

合
、
贈
与
か
ら
の
年
数
に
関
係
な
く
未
使
用
残
高

が
相
続
税
の
対
象
と
さ
れ
、
受
贈
者
が
孫
の
場
合

は
相
続
税
の
２
割
加
算
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

制
度
の
趣
旨
は
、
高
齢
者
の
保
有
す
る
資
産
を

若
い
世
代
へ
移
転
し
て
、
子
育
て
世
代
を
支
援

す
る
と
と
も
に
経
済
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
し
た
が
、
富
裕
層
の
節
税
の
た
め
の
優
遇

措
置
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
の
声
も
あ
っ
て
非

課
税
措
置
の
一
部
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

【図表１】�住宅ローン控除の特例の延長

【図表２】�住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

注文住宅は
2020年９月末まで＊に契約
＊分譲住宅などは
　2020年11月末まで

注文住宅は
2020年10月から
2021年9月末まで＊に契約
＊分譲住宅などは
　2020年12月から
　2021年11月末まで

控除期間　13年

2021年末までの入居

控除期間　13年

2022年末までの入居

面積要件 ⇒ 40㎡以上
※40㎡～50㎡は所得1,000万円以下

改正後

契約締結日

非
課
税
枠（その他

の住宅）

（消費税率
10％適用

住宅）

2021年4月～12月2020年4月～2021年3月

1,500万円 1,500万円

1,000万円 1,000万円

出典：財務省ホームページより一部改変

出典：財務省ホームページより一部改変

面積要件 ⇒ 50㎡以上
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土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
等
の

負
担
調
整
措
置

　

固
定
資
産
税
は
３
年
ご
と
に
評
価
替
え
が
行

わ
れ
、
２
０
２
１
年
度
は
そ
の
評
価
替
え
の
年

に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
評
価
替
え
の
際
に

は
、
地
価
の
上
昇
に
よ
る
税
負
担
の
急
増
を
調
整

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
調
整

措
置
が
２
０
２
１
年
度
か
ら
の
３
年
間
に
つ
い
て

も
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
税
負
担
を
軽
減
す

る
観
点
か
ら
、
税
額
が
増
加
す
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
２
０
２
１
年
度
に
限
っ
て
前
年
度
の
税
額
に

据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

自
動
車
重
量
税
の

エ
コ
カ
ー
減
税
の
見
直
し

　

自
動
車
重
量
税
の
エ
コ
カ
ー
減
税
に
つ
い
て
、

燃
費
性
能
が
優
れ
た
自
動
車
の
普
及
を
促
進
す
る

観
点
か
ら
、
２
０
２
０
年
度
燃
費
基
準
を
達
成
し

て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
２
０
３
０
年
度
燃
費
基

準
の
達
成
度
に
応
じ
て
次
の
よ
う
に
減
免
さ
れ
ま

す
【
図
表
３
】
。

　
一
方
、
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
つ
い
て
は
、

燃
費
基
準
の
達
成
状
況
や
普
及
の
状
況
等
を
勘
案

し
て
、
ガ
ソ
リ
ン
車
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
従
来
は
、
２
０
１
９
年
５
月
か
ら

２
０
２
１
年
４
月
ま
で
の
間
、
燃
費
基
準
の
達
成

度
に
か
か
わ
ら
ず
２
回
の
免
税
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
後
は
、
２
０
２
０
年
度
燃
費
基
準
を
達
成
す

る
こ
と
を
条
件
に
１
回
だ
け
の
免
税
と
さ
れ
ま
す
。

自
動
車
税
等
の
環
境
性
能
割
の

見
直
し
等

　

自
動
車
税
と
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ

い
て
、
新
た
な
２
０
３
０
年
度
燃
費
基
準
の
下
で

の
区
分
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
つ
い
て

の
適
用
期
限
を
９
か
月
延
長
し
、
２
０
２
１
年
末

ま
で
の
取
得
が
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例
に
よ
る
軽
減
課
税

に
つ
い
て
も
、
重
点
化
等
を
行
っ
た
上
で
２
年
間

延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

税
務
関
係
書
類
に
お
け
る

押
印
義
務
の
見
直
し

　

国
税
や
地
方
税
の
申
告
書
や
届
出
書
に
は
納
税

者
の
押
印
が
必
要
で
し
た
が
、
２
０
２
１
年
４
月

１
日
以
後
は
、
実
印
や
印
鑑
証
明
書
が
求
め
ら
れ

て
い
る
書
類
を
除
い
て
、
押
印
義
務
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。

申
告
書
、
届
出
書
な
ど
全
般
（
例
え
ば
、

所
得
税
確
定
申
告
書
、
扶
養
控
除
等

申
告
書
、
委
任
状
な
ど
）

・ 

担
保
提
供
関
係
書
類
及
び
物
納
手
続

関
係
書
類
の
う
ち
、
実
印
の
押
印
及
び

印
鑑
証
明
書
の
添
付
を
求
め
て
い
る
書
類

・
遺
産
分
割
協
議
書

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
た

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
創
設

　

国
税
の
納
付
手
段
の
多
様
化
を
図
る
観
点
か

ら
、
２
０
２
２
年
１
月
４
日
以
後
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
ア
プ
リ
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
た
納
付
が

可
能
と
な
り
ま
す
。
納
付
書
で
納
付
で
き
る
国
税

を
対
象
と
し
、
税
目
に
よ
る
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
納
付
で
き
る
税
額
は
30
万
円
以
下
に
限
定

さ
れ
ま
す
。

ガ
ソ
リ
ン
車
・
L
P
G
車

2030年度燃費基準
　120％達成～ 2回免税

2030年度燃費基準
　90％達成～ 免税

2030年度燃費基準
　75％達成～ ▲50％軽減

2030年度燃費基準
　60％達成～ ▲25％軽減

EV-PHV
燃料電池車
天然ガス自動車

2回免税

【図表３】�自動車重量税の
　　　　エコカー減税の見直し

（2021年5月1日～2023年4月30日）

注）減免対象は2020年度燃費基準達成車に限る
出典：財務省ホームページより一部改変

押印不
4

要押印必
4

要

申告により税額を確定

（専用サイトを経由）

スマホアプリ決済により納付

【図表４】�スマホアプリ決済
　　　　のイメージ

出典：財務省ホームページより一部改変
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